
Ⅰ 立地適正化に関する基本方針

１. 那須塩原市が目指す将来都市構造

本市は、将来都市構造として那須塩原市都市計画マス

タープラン及び本計画に掲げる『多極ネットワーク型コ

ンパクトシティ』の実現を目指します。

これにより、集約型都市構造への転換を進めるととも

に各地区の特性や多様なライフスタイルを反映した都市

の実現を図り、将来的にも持続可能な都市を目指します。

２. 立地適正化計画の基本的な方向性

本計画では多極ネットワーク型コンパクトシティの実現に向けて、生活利便機能や居住機能の

適切な配置を誘導するために、用途地域内に都市機能誘導区域及び居住誘導区域を定めます。次

に立地適正化計画の基本的な方向性を示します。

＜都市機能誘導区域＞

○「那須塩原都市計画区域マスタープラン」、「那須塩原市都市計画マスタープラン」等の上位関連計画に
定められた拠点の位置付けを踏まえた都市機能誘導区域の設定

○都市機能立地の現状を踏まえるとともに、誘導施設の設定や届出制度の運用に配慮した都市機能誘導区域
の設定

＜居住誘導区域＞

○居住誘導区域は、上記の都市機能誘導区域を含む区域であることから、都市機能誘導区域の方針と整合し
た区域の設定

○生活サービス水準を維持・充実しながら人口密度を確保していく区域の設定
○届出制度の運用についても配慮した居住誘導区域の設定

＜公共交通＞

○市内外を結ぶ鉄道路線による広域交通や、市内全域を網羅しているバス路線やデマンド交通、タクシーの
生活交通等により持続可能な公共交通の確保

○「第２次那須塩原市地域公共交通計画」と連携して、将来にわたり誰もが安全でスムーズに移動できる公
共交通ネットワークの構築の推進

那須塩原市立地適正化計画の目標年次：
令和20（2038）年度

（見直しサイクル：おおむね５年）

■本市における誘導区域のイメージ
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Ⅱ 誘導区域・誘導施設の設定

１. 誘導区域の設定

都市機能誘導区域及び居住誘導区域は、下図のとおりです。なお、令和７年３月改定において

災害リスクの分析を行い、都市機能誘導区域及び居住誘導区域を一部変更しました。

凡例

東那須野地区 黒磯地区

西那須野地区 関谷地区

都市機能誘導区域

R7.3改定時に都市機能誘導区域及び
居住誘導区域から除外した区域

居住誘導区域

用途地域名

第１種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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２. 開発行為等及び施設の休廃止をする場合の届出

都市機能誘導区域外や居住誘導区域外で次の開発行為等を行う場合及び都市機能誘導区域内で

次の施設の休廃止をしようとする場合は、市への届出が必要です。

（１）都市機能誘導区域に係る届出

３

（２）居住誘導区域に係る届出 （３）手続きの流れ

対象となる区域 都市機能誘導区域外の区域 都市機能誘導区域内の区域

対象となる施設

※対象施設の詳細
な条件は右下に記
載のＨＰを参照

商業施設（大型ショッピングセンター等）

金融施設（銀行、信用金庫等）

福祉施設（社会福祉センター等）

教育施設（専門学校等）

対象となる行為

①開発行為
・上記施設を有する建築物を建築す
るために行う開発行為

②建築行為
・上記施設を有する建築物の新築
・建築物を改築して上記施設を有す
る建築物とするとき

・建築物の用途を変更して上記施設
を有する建築物とするとき

※①又は②のいずれかに該当した場合
に届出が必要です。

上記施設を休止又は廃止しようと
する場合

届出の期日 工事に着手する30日前まで 休止又は廃止しようとする30日前まで

対象となる区域 居住誘導区域外の区域

対象となる行為

①開発行為
・３戸以上の住宅を建築するため
に行う開発行為

・１戸又は２戸の住宅を建築する
ために行う開発行為で、その規
模が1,000㎡以上のもの

②建築行為
・３戸以上の住宅を新築する場合

※①又は②のいずれかに該当した
  場合に届出が必要です。

届出の期日 工事に着手する30日前まで

事業者（申請者）

【区域及び届出内容の確認】
都市計画課

開発事前協議、建築確認等の
許認可手続

工事着手

完成

工事着手
の30日ま
でに届出

届出様式と添付書類は

ＨＰで確認できます。

那須塩原市立地適正化計画 検索



Ⅲ 防災指針

１. 災害リスクの分析

リスク分析を行った災害種別と居住誘導区域内における防災上の課題を下表に示します。

４

２. 防災まちづくりの取組方針

分類 災害種別 取組方針

ハード

洪水
河川の治水対策の検
討・整備

ため池
ため池の適正な点検・
維持管理

洪水・内
水・ため池

市街地浸水対策の推進

地震 震災対策の推進

共通

避難場所・避難経路・
緊急輸送道路等の整備

ソフト

災害ハザード情報の収
集・周知

防災知識・意識の普及
啓発

災害に強い総合的な情
報伝達システムの整備

避難誘導体制の整備

災害リスクの分析による課題を踏まえ、

防災まちづくりの取組方針を以下のように

設定します。これらに基づく取組を実施す

ることにより、災害時のリスク低減を図っ

ていきます。

災害種別 ハザードデータ

令和７年３月改定後の居住誘導区域内における
災害リスク状況（防災上の課題）

地区 居住誘導区域内の災害リスク

洪水
（外水）

浸水想定区域（想定最大規模、
浸水継続時間）

東那須野地区
浸水深0.5ｍ未満、一部では3ｍ未満の
浸水が想定される箇所が存在する

家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流、河岸浸食）

― 家屋倒壊の想定区域は含まれない

ため池の
決壊 ため池決壊による浸水想定区域 西那須野地区

広いエリアで浸水深1.0ｍ未満の浸水
が想定される（図面①）

雨水出水
（内水） 内水浸水想定区域 全地区

各居住誘導区域内の広いエリアで浸水
深1.0ｍ未満の浸水が想定される

土砂災害 土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

― 土砂災害の想定区域は含まれない

地震 震度分布図（那須塩原市直下及
び関谷断層直下を想定）

全地区
各居住誘導区域で、震度5強～6強の揺
れが想定される

大規模盛土
造成地の崩落 大規模盛土造成地箇所 ― 大規模盛土造成地はない

▼災害リスク分析の例（図面①）

【西那須野地区】
ため池決壊による浸水想定区域



Ⅳ 公共交通の確保

公共交通の推進方針

立地適正化計画においては、日常生活に必要なサービスや行政サービスが住まいなどの身近に

存在する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指しています。コンパクトシティ

施策を具体的に推進するため、本計画では都市機能誘導区域及び居住誘導区域を設定しています

が、一方でこれらの誘導区域をつなぐ持続可能な公共交通を確保することが必要です。そのため

「第２次那須塩原市地域公共交通計画」と連携して、将来にわたり誰もが安全でスムーズに移動

できる公共交通ネットワークの構築を推進します。

①基本的な考え方

「第２次那須塩原市地域公共交通計画」に基づき、基本理

念について以下のとおり示します。

②基本理念

▼公共交通網 資料：第２次那須塩原市地域公共交通計画（令和５年３月）

５

「第２次那須塩原市地域公共交通計画」では、幹線区間

（拠点間を結ぶ区間のうち、圏域として確保維持に努める区

間）を右図の通り設定し、重点的な路線の維持確保と利便性

の向上に向けた各種取組を実施するものとしています。

③「広域幹線ネットワーク」の形成

▼拠点案と幹線区間図

広域拠点

生活拠点

観光拠点

地域交通拠点

二次救急病院

主な高校

主要幹線区間

一般幹線区間

特定幹線区間



Ⅴ 定量的な目標値の設定

６

立地適正化計画により目指す目標

鉄道駅を中心とした
広域拠点・地域拠点
に高次都市機能の立
地誘導

誰もが安全でスムー
ズに移動できる公共
交通ネットワークの
構築

定量的な目標値

都市機能誘導区域内への誘導施設（高次都市機能）
の立地誘導

生活サービス水準を
維持・充実しながら
人口密度を確保

地価公示価格の維持
都市機能誘導区域内における地価公示価格

基準値
（H27年）

現況値
（R6年）

目標値
（R20年）

那須塩原駅周辺地区（広域
拠点）：３施設が現在立地
していない（商業、文化・
交流、福祉機能）

商業機能が
新たに立地

３施設全ての
誘導実施

黒磯駅周辺地区、西那須野
駅周辺地（地域拠点）：誘
導施設が全て立地

施設の維持 施設の維持

現況値（R5年） 目標値（R20年）

34,015円/㎡ 34,015円/㎡以上

※公示地価、都道府県地価調査の令和5（2023）年度データを用
い、都市機能誘導区域内の地価から平均値を算出

那須塩原都市計画区域内人口に対する居住誘導区域内人
口の割合

基準値（H27年） 現況値（R2年） 目標値（R20年）

41％ 41.9％ 50％以上

※平成27（2015）年国勢調査人口に対して、都市計画区域内及
び居住誘導区域内の住宅用地割合を乗じてそれぞれの人口を算
出し、割合を算出

ゆーバス（塩原・上三依線を除く）の利用者数

現況値（R3年） 目標値（R9年）

105,559人/年 128,000人/年

※当初目標の目標年次（R4)の経過および第2次那須塩原市地域
公共交通計画の策定（R5.3）に伴い、新たな目標値を設定

※第２次那須塩原市地域公共交通計画における公共交通の年間
利用者数に関する目標値をもとに設定

那須塩原市 建設部 都市計画課
〒325-8501 那須塩原市共墾社 108番地2
TEL：0287-62-7159 FAX：0287-62-7224
E-mail：toshikeikaku@city.nasushiobara.tochigi.jp
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